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            社 団 法 人 日 韓 経 済 協 会 定 款  

 

    第 １ 章  総 則  

 

  （ 名 称 ）  

 第 １ 条  本 会 は 、 社 団 法 人 日 韓 経 済 協 会 （ 英 文 名 JA P A N - K O R E A  E C O N O M I C  A S S O -  

  C I A T I O N  ｡  略 称 「 Ｊ Ｋ Ｅ 」 ） と 称 す る 。  

 

  （ 事 務 所 ）  

 第 ２ 条  本 会 は 、 主 た る 事 務 所 を 東 京 都 千 代 田 区 に 置 く 。  

 

  （ 目 的 ）  

 第 ３ 条  本 会 は 、 日 韓 経 済 に 関 す る 調 査 研 究 、 情 報 の 収 集 及 び 提 供 、 日 韓 経 済  

  人 に よ る 会 議 の 開 催 等 の 事 業 を 行 う こ と に よ り 、 日 韓 経 済 関 係 の 円 滑 な 進 展  

  を 図 り 、 も っ て 日 韓 両 国 の 善 隣 友 好 関 係 の 維 持 及 び 増 進 に 貢 献 す る こ と を 目  

  的 と す る 。  

 

  （ 事 業 ）  

 第 ４ 条  本 会 は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 の 事 業 を 行 う 。  

  ( 1 )  日 韓 経 済 に 関 す る 調 査 研 究  

  ( 2 )  日 韓 経 済 に 関 す る 情 報 の 収 集 及 び 提 供  

  ( 3 )  日 韓 両 国 の 経 済 人 に よ る 会 議 の 開 催  

  ( 4 )  韓 国 か ら の 技 術 研 修 生 の 受 入 れ の 斡 旋  

  ( 5 )  日 韓 両 国 企 業 間 の 技 術 提 携 の 斡 旋  

  ( 6 )  日 韓 経 済 に 関 す る ミ ッ シ ョ ン の 派 遣 ・ 受 入 れ 及 び 協 力  

  ( 7 )  日 韓 経 済 に 関 す る セ ミ ナ ー 、 展 示 会 等 の 開 催 及 び 協 力  

  ( 8 )  日 韓 両 国 の 関 係 機 関 、 団 体 等 と の 連 絡 提 携  

  ( 9 )  日 韓 経 済 に 関 す る 青 少 年 の 人 的 交 流  

  ( 1 0 )  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 本 会 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 業  

 

    第 ２ 章  会 員  

 

  （ 種 別 ）  

 

 



 

  

 

 

 第 ５ 条  本 会 の 会 員 は 、 正 会 員 及 び 賛 助 会 員 と し 、 正 会 員 を も っ て 民 法 上 の 社  

  員 と す る 。  

 ２  正 会 員 は 、 韓 国 と 経 済 活 動 を 営 む 我 が 国 の 法 人 及 び 個 人 並 び に こ れ ら の 者  

  を 構 成 員 と す る 団 体 と す る 。  

 ３  賛 助 会 員 は 、 前 項 に 該 当 し な い も の で 、 本 会 の 目 的 に 賛 同 し 、 そ の 事 業 に  

  協 力 し よ う と す る も の と す る 。  

 

  （ 入 会 ）  

 第 ６ 条  本 会 の 会 員 に な ろ う と す る も の は 、 別 に 定 め る 入 会 申 込 書 を 会 長 に 提  

  出 し 、 理 事 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

 ２  法 人 又 は 団 体 た る 会 員 に あ っ て は 、 法 人 又 は 団 体 の 代 表 者 と し て 本 会 に 対  

  し て そ の 権 利 を 行 使 す る １ 人 の 者 （ 以 下 「 会 員 代 表 者 」 と い う 。 ） を 定 め 、  

  会 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 ３  会 員 代 表 者 を 変 更 し た 場 合 は 、 速 や か に 別 に 定 め る 変 更 届 を 会 長 に 提 出 し  

  な け れ ば な ら な い 。  

 

  （ 入 会 金 及 び 会 費 ）  

 第 ７ 条  会 員 は 、 入 会 時 に 、 総 会 に お い て 別 に 定 め る 入 会 金 を 納 入 し な け れ ば  

  な ら な い 。  

 ２  会 員 は 、 本 会 の 運 営 及 び 事 業 の 実 施 に 要 す る 経 費 を 負 担 す る た め 、 総 会 の  

  定 め る と こ ろ に よ り 、 会 費 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。  

 

  （ 退 会 ）  

 第 ８ 条  会 員 が 本 会 を 退 会 し よ う と す る と き は 、 事 前 に 別 に 定 め る 退 会 届 を 会  

  長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ２  会 員 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 退 会 し た も の と み な す 。  

  ( 1 )  禁 治 産 又 は 準 禁 治 産 の 宣 告 を 受 け た と き 。  

  ( 2 )  死 亡 し 又 は 失 踪 宣 告 を 受 け た と き 。  

  ( 3 )  法 人 又 は 団 体 が 解 散 し 又 は 破 産 し た と き 。  

  ( 4 )  会 費 を 納 入 せ ず 、 督 促 後 な お 会 費 を １ 年 以 上 納 入 し な い と き 。  

 

  （ 除 名 ）  



 

 

 

 

 第 ９ 条  会 員 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 総 会 に お い て 正 会 員 総 数 の ４  

  分 の ３ 以 上 の 議 決 を 得 て 、 こ れ を 除 名 す る こ と が で き る 。  

  ( 1 )  本 会 の 定 款 又 は 規 則 に 違 反 し た と き 。  

  ( 2 )  本 会 の 名 誉 を き 損 し 又 は 本 会 の 目 的 に 反 す る 行 為 を し た と き 。  

 ２  前 項 の 規 定 に よ り 会 員 を 除 名 す る 場 合 は 、 当 該 会 員 に あ ら か じ め 通 知 す る  

  と と も に 、 除 名 の 議 決 を 行 う 総 会 に お い て 、 当 該 会 員 に 弁 明 の 機 会 を 与 え な  

  け れ ば な ら な い 。  

 

  （ 会 員 資 格 の 喪 失 に 伴 う 権 利 及 び 義 務 ）  

 第 １ ０ 条  会 員 が 第 ８ 条 又 は 前 条 の 規 定 に よ り そ の 資 格 を 喪 失 し た と き は 、 本  

  会 に 対 す る 権 利 を 失 い 、 義 務 を 免 れ る 。 た だ し 、 未 履 行 の 義 務 は 、 こ れ を 免  

  れ る こ と が で き な い 。  

 ２  本 会 は 、 会 員 が そ の 資 格 を 喪 失 し て も 、 既 に 納 入 し た 会 費 そ の 他 の 拠 出 金  

  品 は 返 還 し な い 。  

 

    第 ３ 章  役 員 、 名 誉 会 長 、 顧 問 及 び 参 与  

 

  （ 種 類 及 び 定 数 ）  

 第 １ １ 条  本 会 に 、 次 の 役 員 を 置 く 。  

  ( 1 )  理 事 ３ ０ 人 以 上 ４ ０ 人 以 内  

  ( 2 )  監 事 ２ 人  

 ２  理 事 の う ち 、 １ 人 を 会 長 、 ５ 人 以 上 １ ５ 人 以 内 を 副 会 長 、 １ 人 を 専 務 理 事 、  

  １ 人 以 上 ２ 人 以 内 を 常 務 理 事 と す る 。  

 

  （ 選 任 ）  

 第 １ ２ 条  理 事 及 び 監 事 は 、 総 会 に お い て 、 正 会 員 （ 法 人 又 は 団 体 の 場 合 に あ  

  っ て は 、 会 員 代 表 者 と す る 。 以 下 同 じ 。 ） の う ち か ら 選 任 す る 。 た だ し 、 特  

  に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 ３ 人 を 限 度 と し て 、 正 会 員 以 外 の 者 を 理  

  事 に 選 任 す る こ と を 妨 げ な い 。  

 ２  総 会 が 招 集 さ れ る ま で の 間 に お い て 、 補 欠 又 は 増 員 の た め 理 事 又 は 監 事 を  

  緊 急 に 選 任 す る 必 要 が あ る と き は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 理 事 会 の 議 決  

  を 得 て 、 こ れ を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 当 該 理 事 会 開 催 後  



 

 

 

 

  最 初 に 開 催 す る 総 会 に お い て 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 ３  会 長 、 副 会 長 、 専 務 理 事 及 び 常 務 理 事 は 、 理 事 会 に お い て 理 事 の 互 選 に よ  

  り 定 め る 。  

 ４  理 事 及 び 監 事 は 、 相 互 に 兼 ね る こ と が で き な い 。  

 

  （ 職 務 ）  

 第 １ ３ 条  理 事 は 、 理 事 会 を 構 成 し 、 業 務 の 執 行 を 決 定 す る 。  

 ２  会 長 は 、 本 会 を 代 表 し 、 業 務 を 統 轄 す る 。  

 ３  副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し て 、 業 務 を 掌 理 し 、 会 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 会  

  長 が 欠 け た と き は 、 理 事 会 に お い て あ ら か じ め 定 め た 順 序 に よ り 、 そ の 職 務  

  を 代 行 す る 。  

 ４  専 務 理 事 は 、 会 長 及 び 副 会 長 を 補 佐 し て 、 業 務 を 総 括 す る 。 会 長 及 び 副 会  

  長 と も に 事 故 が あ る と き 又 は 会 長 及 び 副 会 長 が と も に 欠 け た と き は 、 そ の 職  

  務 を 代 行 す る 。  

 ５  常 務 理 事 は 、 専 務 理 事 を 補 佐 し て 、 業 務 を 分 担 処 理 す る 。  

 ６  監 事 は 、 民 法 第 ５ ９ 条 の 職 務 を 行 う 。  

 

  （ 任 期 ）  

 第 １ ４ 条  役 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  

 ２  補 欠 又 は 増 員 に よ り 選 任 さ れ た 役 員 の 任 期 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、  

  前 任 者 又 は 他 の 現 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

 ３  役 員 は 、 辞 任 又 は 任 期 満 了 の 後 に お い て も 、 後 任 者 が 就 任 す る ま で は 、 そ  

  の 職 務 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

  （ 解 任 ）  

 第 １ ５ 条  役 員 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 総 会 に お い て 正 会 員 総 数 の  

  ４ 分 の ３ 以 上 の 議 決 を 得 て 、 当 該 役 員 を 解 任 す る こ と が で き る 。  

  ( 1 )  心 身 の 故 障 の た め 職 務 の 執 行 に 堪 え な い と 認 め ら れ る と き 。  

  ( 2 )  職 務 上 の 義 務 違 反 そ の 他 役 員 た る に ふ さ わ し く な い 行 為 が あ る と 認 め ら  

   れ る と き 。  

 ２  前 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 解 任 す る 場 合 は 、 当 該 役 員 に あ ら か じ め 通 知 す る  

  と と も に 、 解 任 の 議 決 を 行 う 総 会 に お い て 、 当 該 役 員 に 弁 明 の 機 会 を 与 え な  



 

 

 

 

  け れ ば な ら な い 。  

 

  （ 報 酬 ）  

 第 １ ６ 条  役 員 は 、 無 報 酬 と す る 。 た だ し 、 常 勤 の 役 員 に つ い て は 、 理 事 会 の  

  同 意 を 得 て 、 報 酬 を 支 給 す る こ と が で き る 。  

 

  （ 名 誉 会 長 、 顧 問 及 び 参 与 ）  

 第 １ ７ 条  本 会 に 名 誉 会 長 １ 人 、 顧 問 １ ２ 人 以 内 及 び 参 与 ６ 人 以 内 を 置 く こ と  

  が で き る 。  

 ２  名 誉 会 長 は 、 会 長 を 退 任 し た 者 の う ち か ら 、 理 事 会 の 推 薦 に よ り 、 会 長 が  

  委 嘱 す る 。  

 ３  名 誉 会 長 は 、 本 会 の 発 展 の た め に 会 長 の 諮 問 に 答 え 、 又 は 意 見 を 述 べ る こ  

  と が で き る 。  

 ４  顧 問 及 び 参 与 は 、 学 識 経 験 者 又 は 本 会 に 功 労 の あ っ た 者 の う ち か ら 、 理 事  

  会 の 推 薦 に よ り 、 会 長 が 委 嘱 す る 。  

 ５  顧 問 は 、 本 会 の 運 営 に 関 し て 会 長 の 諮 問 に 答 え 、 又 は 会 長 に 対 し て 意 見 を  

  述 べ る 。  

 ６  参 与 は 、 本 会 の 業 務 の 処 理 に 関 し て 会 長 の 諮 問 に 答 え る 。  

 ７  第 １ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 は 、 名 誉 会 長 、 顧 問 及 び 参 与 に つ い て 準 用 す る 。  

 

    第 ４ 章  会 議  

 

  （ 種 別 ）  

 第 １ ８ 条  本 会 の 会 議 は 、 総 会 及 び 理 事 会 と し 、 総 会 は 、 通 常 総 会 及 び 臨 時 総  

  会 と す る 。  

 

  （ 構 成 ）  

 第 １ ９ 条  総 会 は 、 正 会 員 を も っ て 構 成 す る 。  

 ２  理 事 会 は 、 理 事 を も っ て 構 成 す る 。  

 ３  監 事 は 、 理 事 会 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。  

 

  （ 権 能 ）  



 

 

 

 第 ２ ０ 条  総 会 は 、 こ の 定 款 に 別 に 定 め る も の の ほ か 、 本 会 の 運 営 に 関 す る 重  

  要 事 項 を 議 決 す る 。  

 ２  理 事 会 は 、 こ の 定 款 に 別 に 定 め る も の の ほ か 、 次 の 事 項 を 議 決 す る 。  

  ( 1 )  総 会 の 議 決 し た 事 項 の 執 行 に 関 す る こ と 。  

  ( 2 )  総 会 に 附 議 す べ き 事 項  

  ( 3 )  そ の 他 総 会 の 議 決 を 要 し な い 業 務 の 執 行 に 関 す る 事 項  

 

  （ 開 催 ）  

 第 ２ １ 条  通 常 総 会 は 、 毎 年 １ 回 、 事 業 年 度 終 了 後 ７ ５ 日 以 内 に 開 催 す る 。  

 ２  臨 時 総 会 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 に 開 催 す る 。  

  ( 1 )  理 事 会 が 必 要 と 認 め た と き 。  

  ( 2 )  正 会 員 総 数 の ５ 分 の １ 以 上 か ら 会 議 の 目 的 た る 事 項 を 示 し て 請 求 が あ っ  

   た と き 。  

  ( 3 )  監 事 の 全 員 か ら 会 議 の 目 的 た る 事 項 を 示 し て 請 求 が あ っ た と き 。  

 ３  理 事 会 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 に 開 催 す る 。  

  ( 1 )  会 長 が 必 要 と 認 め た と き 。  

  ( 2 )  理 事 現 在 数 の ３ 分 の １ 以 上 か ら 会 議 の 目 的 た る 事 項 を 示 し て 請 求 が あ っ  

   た と き 。  

 

  （ 招 集 ）  

 第 ２ ２ 条  総 会 及 び 理 事 会 は 、 会 長 が 招 集 す る 。  

 ２  総 会 を 招 集 す る 場 合 は 、 日 時 及 び 場 所 並 び に 会 議 の 目 的 た る 事 項 及 び そ の  

  内 容 を 示 し た 書 面 を も っ て 、 開 会 の 日 の ７ 日 前 ま で に 正 会 員 に 通 知 し な け れ  

  ば な ら な い 。  

 ３  前 項 の 規 定 は 、 理 事 会 に つ い て 準 用 す る 。 た だ し 、 議 事 が 緊 急 を 要 す る 場  

  合 に お い て 、 あ ら か じ め 理 事 会 に お い て 定 め た 方 法 に よ り 招 集 す る と き は 、  

  こ の 限 り で な い 。  

 ４  前 条 第 ２ 項 第 ２ 号 若 し く は 第 ３ 号 又 は 第 ３ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 請 求 が あ  

  っ た と き は 、 会 長 は 、 速 や か に 会 議 を 招 集 し な け れ ば な ら な い 。  

 

  （ 議 長 ）  

 第 ２ ３ 条  総 会 及 び 理 事 会 の 議 長 は 、 会 長 が こ れ に あ た る 。 た だ し 、 第 ２ １ 条  

 

 

 



 

 

 

  第 ２ 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 、 臨 時 総 会 を 開 催 し た  

  と き は 、 出 席 会 員 の う ち か ら 議 長 を 選 出 す る 。  

 

  （ 定 足 数 ）  

 第 ２ ４ 条  総 会 及 び 理 事 会 は 、 構 成 員 の ２ 分 の １ 以 上 の 出 席 を も っ て 成 立 す る 。  

 

  （ 議 決 ）  

 第 ２ ５ 条  総 会 及 び 理 事 会 の 議 事 は 、 こ の 定 款 に 別 に 定 め る 場 合 を 除 く ほ か 、  

  出 席 構 成 員 の 過 半 数 の 同 意 で こ れ を 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 の 決 す る  

  と こ ろ に よ る 。  

 ２  総 会 及 び 理 事 会 に お い て は 、 第 ２ ２ 条 第 ２ 項 又 は 第 ３ 項 の 規 定 に よ り あ ら  

  か じ め 通 知 さ れ た 事 項 に つ い て の み 議 決 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 議 事 が  

  緊 急 を 要 す る も の で 、 出 席 構 成 員 の ３ 分 の ２ 以 上 の 同 意 が あ っ た 場 合 は 、 こ  

  の 限 り で な い 。  

 ３  議 決 す べ き 事 項 に つ き 特 別 な 利 害 関 係 を 有 す る 構 成 員 は 、 当 該 事 項 に つ い  

  て 表 決 権 を 行 使 す る こ と が で き な い 。  

 

  （ 書 面 表 決 等 ）  

 第 ２ ６ 条  や む を 得 な い 理 由 の た め 、 総 会 又 は 理 事 会 に 出 席 で き な い 構 成 員 は 、  

  あ ら か じ め 通 知 さ れ た 事 項 に つ い て 、 書 面 又 は 代 理 人 を も っ て 表 決 権 を 行 使  

  す る こ と が で き る 。  

 ２  前 項 の 代 理 人 は 、 代 理 権 を 証 す る 書 面 を 会 議 ご と に 議 長 に 提 出 し な け れ ば  

  な ら な い 。  

 ３  第 １ 項 の 規 定 に よ り 表 決 権 を 行 使 す る 構 成 員 は 、 第 ２ ４ 条 及 び 前 条 第 １ 項  

  の 規 定 の 適 用 に つ い て は 出 席 し た も の と み な す 。  

 

  （ 議 事 録 ）  

 第 ２ ７ 条  総 会 及 び 理 事 会 の 議 事 に つ い て は 、 次 の 事 項 を 記 載 し た 議 事 録 を 作  

  成 し な け れ ば な ら な い 。  

  ( 1 )  日 時 及 び 場 所  

  ( 2 )  構 成 員 の 現 在 数  

  ( 3 )  出 席 し た 構 成 員 の 数 及 び 理 事 会 に あ っ て は 、 理 事 の 氏 名 （ 書 面 表 決 者 及  

 

 

 



 

 

 

   び 表 決 委 任 者 を 含 む 。 ）  

  ( 4 )  議 決 事 項  

  ( 5 )  議 事 の 経 過 の 概 要  

  ( 6 )  議 事 録 署 名 人 の 選 任 に 関 す る 事 項  

 ２  議 事 録 に は 、 議 長 及 び 出 席 し た 構 成 員 の う ち か ら そ の 会 議 に お い て 選 任 さ  

  れ た 議 事 録 署 名 人 ２ 人 以 上 が 署 名 押 印 し な け れ ば な ら な い 。  

 

    第 ５ 章  資 産 及 び 会 計  

 

  （ 資 産 の 構 成 ）  

 第 ２ ８ 条  本 会 の 資 産 は 、 次 に 掲 げ る も の を も っ て 構 成 す る 。  

  ( 1 )  設 立 当 初 の 財 産 目 録 に 記 載 さ れ た 財 産  

  ( 2 )  入 会 金 収 入  

  ( 3 )  会 費 収 入  

  ( 4 )  寄 附 金 品  

  ( 5 )  資 産 か ら 生 じ る 収 入  

  ( 6 )  事 業 に 伴 う 収 入  

  ( 7 )  そ の 他  

 

  （ 資 産 の 管 理 ）  

 第 ２ ９ 条  本 会 の 資 産 は 、 会 長 が 管 理 し 、 そ の 管 理 の 方 法 は 、 理 事 会 の 議 決 に  

  よ る 。  

 

  （ 経 費 の 支 弁 ）  

 第 ３ ０ 条  本 会 の 経 費 は 、 資 産 を も っ て 支 弁 す る 。  

 

  （ 事 業 年 度 ）  

 第 ３ １ 条  本 会 の 事 業 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 、 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 に 終 わ  

  る 。  

 

  （ 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 ）  

 第 ３ ２ 条  本 会 の 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 は 、 会 長 が 作 成 し 、 理 事 会 の 議 決  

 



 

 

 

  を 得 た 後 、 毎 事 業 年 度 開 始 前 に 総 会 の 議 決 を 得 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、  

  や む を 得 な い 事 情 に よ り 当 該 事 業 年 度 開 始 前 に 総 会 を 開 催 で き な い 場 合 に あ  

  っ て は 、 理 事 会 の 議 決 に よ る こ と を 妨 げ な い 。 こ の 場 合 に お い て は 、 当 該 事  

  業 年 度 の 開 始 の 日 か ら ７ ５ 日 以 内 に 総 会 の 議 決 を 得 る も の と す る 。  

 ２  前 項 た だ し 書 の 場 合 に あ っ て は 、 総 会 の 議 決 を 得 る ま で の 間 、 前 事 業 年 度  

  の 予 算 執 行 の 例 に よ る 。  

 ３  第 １ 項 の 規 定 に よ る 総 会 の 議 決 を 得 た 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 は 、 当 該  

  事 業 年 度 開 始 後 ３ 月 以 内 に 外 務 大 臣 及 び 通 商 産 業 大 臣 （ 以 下 、 「 主 務 大 臣 」  

  と い う 。 ） に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ４  第 １ 項 の 規 定 に よ る 総 会 の 議 決 を 得 た 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 の 変 更 は 、  

  理 事 会 の 定 め る と こ ろ に よ り こ れ を 行 い 、 速 や か に 主 務 大 臣 に 提 出 し な け れ  

  ば な ら な い 。  

 

  （ 事 業 報 告 及 び 収 支 決 算 ）  

 第 ３ ３ 条  本 会 の 事 業 報 告 書 、 収 支 決 算 書 及 び 財 産 目 録 は 、 会 長 が 毎 事 業 年 度  

  終 了 後 遅 滞 な く こ れ を 作 成 し 、 監 事 の 監 査 を 経 た 上 、 理 事 会 の 議 決 を 得 た 後 、  

  当 該 事 業 年 度 終 了 後 ７ ５ 日 以 内 に 総 会 の 議 決 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

 ２  前 項 の 議 決 を 得 た 事 業 報 告 書 、 収 支 決 算 書 及 び 財 産 目 録 は 、 当 該 事 業 年 度  

  終 了 後 ３ 月 以 内 に 主 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

  （ 特 別 会 計 ）  

 第 ３ ４ 条  本 会 は 、 事 業 の 遂 行 上 必 要 が あ る と き は 、 理 事 会 の 議 決 を 得 て 、 特  

  別 会 計 を 設 け る こ と が で き る 。  

 ２  前 項 の 特 別 会 計 に 係 る 経 理 は 、 一 般 の 経 理 と 区 分 し て 整 理 す る も の と す る 。  

 

  （ 収 支 差 額 の 処 分 ）  

 第 ３ ５ 条  本 会 の 収 支 決 算 に 差 額 が 生 じ た と き は 、 総 会 の 議 決 を 得 て 、 そ の 全  

  部 又 は 一 部 を 積 み 立 て 、 又 は 翌 事 業 年 度 に 繰 り 越 す も の と す る 。  

 

  （ 借 入 金 ）  

 第 ３ ６ 条  本 会 は 、 資 金 の 借 入 れ を し よ う と す る と き は 、 そ の 事 業 年 度 の 収 入  

  額 を 上 限 と す る 借 入 金 で あ っ て 返 済 期 間 が １ 年 以 内 の も の を 除 き 、 理 事 会 に  

 

 

 



 

 

 

  お い て 理 事 現 在 数 の ４ 分 の ３ 以 上 の 議 決 を 得 、 か つ 、 主 務 大 臣 の 承 認 を 受 け  

  る も の と す る 。  

 

    第 ６ 章  定 款 の 変 更 、 解 散 等  

 

  （ 定 款 の 変 更 ）  

 第 ３ ７ 条  こ の 定 款 は 、 総 会 に お い て 正 会 員 総 数 の ４ 分 の ３ 以 上 の 議 決 を 得 、  

  か つ 、 主 務 大 臣 の 認 可 を 受 け な け れ ば 変 更 す る こ と が で き な い 。  

 

  （ 解 散 ）  

 第 ３ ８ 条  本 会 は 、 民 法 第 ６ ８ 条 第 １ 項 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 及 び 第 ２ 項 の 規  

  定 に 基 づ き 解 散 す る 。  

 ２  本 会 は 、 民 法 第 ６ ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 規 定 に 基 づ き 解 散 す る 場 合 は 、 総 会  

  に お い て 正 会 員 総 数 の ４ 分 の ３ 以 上 の 議 決 を 得 、 か つ 、 主 務 大 臣 の 許 可 を 受  

  け な け れ ば な ら な い 。  

 

  （ 残 余 財 産 の 処 分 ）  

 第 ３ ９ 条  本 会 が 解 散 の 際 に 有 す る 残 余 財 産 は 、 総 会 に お い て 正 会 員 総 数 の ４  

  分 の ３ 以 上 の 議 決 を 得 、 か つ 、 主 務 大 臣 の 許 可 を 受 け て 、 本 会 と 類 似 の 目 的  

  を 有 す る 他 の 法 人 又 は 団 体 に 寄 附 す る も の と す る 。  

 

    第 ７ 章  補 則  

 

  （ 備 付 け 書 類 及 び 帳 簿 ）  

 第 ４ ０ 条  本 会 は 、 そ の 主 た る 事 務 所 に 、 民 法 第 ５ １ 条 に 規 定 す る も の の ほ か 、  

  次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 備 え な け れ ば な ら な い 。  

  ( 1 )  定 款  

  ( 2 )  理 事 及 び 監 事 の 氏 名 、 住 所 及 び 略 歴 を 記 載 し た 書 類  

  ( 3 )  行 政 庁 の 許 可 、 認 可 等 を 必 要 と す る 事 業 を 行 う 場 合 は 、 そ の 許 可 、 認 可  

   等 を 受 け て い る こ と を 証 す る 書 類  

  ( 4 )  定 款 に 定 め る 機 関 の 議 事 に 関 す る 書 類  

  ( 5 )  資 産 及 び 負 債 の 状 況 を 示 す 書 類  



 

 

 

 

  ( 6 )  収 入 支 出 に 関 す る 帳 簿 及 び 証 拠 書 類  

 

  （ 委 員 会 ）  

 第 ４ １ 条  本 会 は 、 事 業 の 円 滑 な 遂 行 を 図 る た め 、 委 員 会 を 設 け る こ と が で き  

  る 。  

 ２  委 員 会 は 、 そ の 目 的 と す る 事 項 に つ い て 、 調 査 し 、 研 究 し 又 は 審 議 す る 。  

 ３  委 員 会 の 組 織 及 び 運 営 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、 理 事 会 の 議 決 を 得 て 、 会 長  

  が 別 に 定 め る 。  

 

  （ 事 務 局 ）  

 第 ４ ２ 条  本 会 に 、 事 務 を 処 理 す る た め 、 事 務 局 を 置 く 。  

 ２  事 務 局 に は 、 事 務 局 長 及 び 所 要 の 職 員 を 置 く 。  

 ３  事 務 局 長 は 、 理 事 会 の 同 意 を 得 て 、 会 長 が 委 嘱 し 、 職 員 は 、 会 長 が 任 免 す  

  る 。  

 

  （ 実 施 細 則 ）  

 第 ４ ３ 条  こ の 定 款 の 実 施 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、 理 事 会 の 議 決 を 得 て 、 会 長  

  が 別 に 定 め る 。  

 

    附   則 （ 昭 和 ６ １ 年 １ 月 ２ １ 日 ）  

 １  こ の 定 款 は 、 主 務 大 臣 の 設 立 許 可 の あ っ た 日 （ 以 下 「 許 可 日 」 と い う 。 ）  

  か ら 施 行 す る 。  

 ２  本 会 の 設 立 初 年 度 の 入 会 金 及 び 会 費 は 、 第 ７ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 設 立  

  総 会 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 ３  本 会 の 設 立 当 初 の 役 員 は 、 第 １ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、  

  設 立 総 会 の 定 め る と こ ろ と し 、 そ の 任 期 は 第 １ ４ 条 第 １ 項 本 文 の 規 定 に か か  

  わ ら ず 、 昭 和 ６ １ 年 度 に 開 催 す る 通 常 総 会 の 日 ま で と す る 。  

 ４  本 会 の 設 立 当 初 の 顧 問 及 び 参 与 は 、 第 １ ７ 条 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、  

  設 立 総 会 の 定 め る と こ ろ と し 、 そ の 任 期 は 第 １ ７ 条 第 ５ 項 の 規 定 に か か わ ら  

  ず 、 昭 和 ６ １ 年 度 に 開 催 す る 通 常 総 会 の 日 ま で と す る 。  

 ５  本 会 の 設 立 初 年 度 の 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 は 、 第 ３ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に か  

か わ ら ず 、 設 立 総 会 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  



 

 

 

 

６  本 会 の 設 立 当 初 の 事 業 年 度 は 、 第 ３ ７ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 許 可 日 か ら  

昭 和 ６ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。  

７  本 会 の 設 立 に よ り 、 日 韓 経 済 協 会 の 会 員 は 、 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ  

ら ず 、 許 可 日 か ら 本 会 の 会 員 と な る 。  

８  本 会 の 設 立 に よ り 、 日 韓 経 済 協 会 の す べ て の 権 利 及 び 義 務 は 、 本 会 が 包 括  

的 に 承 継 す る 。  

 

   附   則 （ 昭 和 ６ ３ 年 ５ 月 ３ １ 日 ）  

こ の 定 款 は 、 主 務 大 臣 の 認 可 の あ っ た 日 か ら 施 行 す る 。  

 

   附   則 （ 平 成 ３ 年 ８ 月 ２ ２ 日 ）  

こ の 定 款 は 、 主 務 大 臣 の 認 可 の あ っ た 日 か ら 施 行 す る 。  

 

  附   則 （ 平 成 １ ０ 年 １ ０ 月 １ ６ 日 ）  

こ の 変 更 規 定 は 、 主 務 大 臣 の 認 可 の あ っ た 日 か ら 施 行 す る 。  

 

  附   則 （ 平 成 １ ６ 年 ８ 月 ３ 日 ）  

こ の 変 更 規 定 は 、 主 務 大 臣 の 認 可 の あ っ た 日 か ら 施 行 す る 。  

 


